
目

次

訓

令

○
青
森
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

告

示

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
四

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
四

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

青
森
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
書
面
に
よ
る
」
を
「
あ
ら
か
じ
め
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
提
示
及
び
携
行
」
を
「
提
示
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
対
し
、
」
を
「
対

し
て
」
に
、
「
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
」
を
「
及
び
」
に
、
「
携
行
し
な
け
れ
ば
」
を
「
提
示
す

る
と
と
も
に
、
検
査
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第353号令和３年８月30日 月曜日

第
三
百
五
十
三
号

令
和
三
年八

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
㈠

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
小
稲
生
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

㈢

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
㈠

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
小
稲
生
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

㈢

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
㈠

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
小
稲
生
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

㈢

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
稲
生
字
小
稲
生
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

㈢

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）3 青 森 県 報 第353号令和３年８月30日 月曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

四
五
四
号

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
前
田
四
四
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
前
田
四
二
の
一
ま
で

前

一
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
前
田
三
〇
の
四
か
ら

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
前
田
四
二
の
一
ま
で

前

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
七
七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

後

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
七
七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

２

県

道

泊
陸
奥
横
浜

停
車
場
線

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
三
か
ら

上
北
郡
横
浜
町
字
太
郎
須
田
三
の
三
ま
で

前

一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル

後

一
〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
七
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
稲
崎
一

杉
本

尚

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
石
持
二
〇

笹
竹

勝
彦

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
石
持
二
四

大
福

一
臣

石
持

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
三
年
八
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ョ
ト
ベ
ラ

三

代
表
者
の
氏
名

原
田

夏
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
桂
木
三
丁
目
四
の
八
フ
ラ
ッ
ツ
桂
木
二
〇
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
チ
ッ
タ
ゴ
ン
市
に
所
在
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
Ｃ
ｈ

ｏ
ｔ
ｏ
Ｂ
ｅ
ｌ
ａ

Ｆ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
（
チ
ョ
ト
ベ
ラ
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
）
の
日

本
支
部
と
し
て
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
子
ど
も
達
へ
の
教
育
支
援
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

貧
困
、
自
然
災
害
、
環
境
保
護
等
の
諸
課
題
へ
の
取
り
組
み
を
推
進
し
、
生
ま
れ
た
境
遇
に
関
わ

ら
ず
、
子
ど
も
達
が
安
心
・
安
全
に
学
べ
る
生
活
環
境
を
確
保
し
、
も
っ
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
等
の
世

界
全
体
の
社
会
問
題
解
決
の
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

十
二
万
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日
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五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

北
日
本
石
油
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
六
の
二
〇

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

七
十
三
円
九
十
二
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
二
月
十
九
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


